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第 3分科会の記録

福岡県立図書館 児嶋ひろみ

司会 (鎌田和栄)

日本建築協会と協同で建築アーカイヴスを

設立されたというお話と、先進となるアメリ

カの事例をお話していただきました。では質

問を受けたいと思います。

松崎裕子(渋沢史料館)

私どもの財団で今年の 5月に日米アーカイ

ブズセミナーというのを開催し、アメリカか

らのお客様を迎えたりしたのですが、その際

に先方の方がデポジトリーにおけるプロプリ

エタリーな問題は生じていないのかという質
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聞をされたのですが、それに関して私が知っ

ている限りでは、そういう問題はないとお答

えしたのですが、今日の先生のお話を聞い

て、こういった問題をプロプリエタリーな問

題だと言って、アメリカでは重要な問題とし

て捉えていると解ったのですが、今回こう

いった契約を結ぼれたことは、日本では初め

てだということですが、乙れを作るに当たっ

て参考にされたような何か契約の雛型みたい

なものは、アメリカにはよくあることなの

か、ということが 1点と、現在の新しい契約

は日本語で、例えばWeb上で見ることが出来

るのかという事を伺いたいのですが。

報告者(竺覚暁)

まさにプロプリエタリーの問題はそういう

問題です。 1つはフィジカルな意味でありま

す。デポジトリーというのは 2つ意味があり

まして、預ける、寄託するという意味のデポ

ジトリーがあります。我々としては寄託だけ

では困るので、フィジカルなものの所有権を

こちらに欲しいという意味でのデポジト

リー。つまりデポジトリーというと寄託も寄

付も両方入るけれど、私どもは寄付に基づく

デポジトリーだということで、むしろ物理的

なものの所有権はこっちへ移るということが

第一義。第二義はさっき言っ た著作権です

ね。図面そのものの著作権・人格権そういう

ものもこちらへ貰いたいと言うことを明確に

しておかないと、後でアーカイヴスは保存し

ているんだけれど、使えないという事になり

ます。それでは困るという 事で、プロプリエ

タリーの問題をきちんとしておく。定義して

おくということが契約の一番大きな柱だと御

理解いただければいいかと思います。それか

らそういうことを作るために何か参考になる

物があ ったかということですが、日本では前

にそういった事をやった者がいるのか、探し

たけれどありませんでしたので、私が参考に

したのは、 一応アメリカのアーカイヴスでど

んな契約をしているのか一件一件聞いたので

すね。そうすると、そこの方は全部寄付して
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貰っていると、アーカイヴスの方に所有権が

移るのだと、そうしないと例えば資料を寄託

して貰いますね。建築家の方が永久保存でい

いんだと言われていても、その方が亡くなっ

て子孫が居られる場合、色んなトラブルにな

る事がアメリカでも沢山あると言うんです。

だからその証拠を作って所有権をアーカイヴ

ス側に移るようにする事を明確にしておかな

いと、永久保存のような事では責任が取れな

いと、証拠を作るという事を向こうのアーカ

イヴスでも仰っていたので、契約書を作るよ

うになったのだと理解していただきたい。ま

たスライドでお見せしたような契約書はいず f 
れ公開したいと思っています。

青木睦(国文学研究資料館)

l点の質問と一つは先生から御提言を頂き

たいと思って発言させていただきます。 1点

目は、建築学会で特に伊東忠太のアーカイヴ

スについて、私も関わったのですが、かなり

建築学会でも建築アーカイヴスまたは建築家

のアーカイヴスについてこれから力を入れた

いということと、そういう意味で広範な活動

をされている事と思うのですが、建築学会と

の関係、それからこのJIA-KITにおいて建築

家の個人アーカイヴスはどのように対応され

ているのか、この 1点が質問で、もう 一つは

これらの建築アーカイヴスの問題を考えてい

たときに、各自治体は県市町村そうなのです

けれども、建築委員会に関する書類の中で、

初期の建築図面を全て受け入れるという体制

になっています。今回自治体の文書館の方が

少なく、この会に出て居られないのは大変残

念なのですが、それらの許認可の申請書類に

ついて、建築家の方々が途中経過でそれが

残っていても意味がないと仰られるんです

ね。但しこれらはそれぞれの地域において建

築認可の書類の経過がなかなか取りづらい。

中国上海の楢案館ですと、その途中を建築

アーキヴストが見に行って事実確認をし、建

築図面をもう 一回取り直すという事をします

が、それが出来ていない。但し大変希少な白



2008.2 

治体にされている建築または様々な建造物の

図面が残るわけで、是非先生の方からもこれ

らの自治体のそれらの図面、今後アーカイヴ

スにしていくに当たって、どのような活動な

り、方法があるのか御提言 いただけたらと

思っております。

報告者

我々の建築アーカイヴスにおいて個人的な

建築家のアーカイヴスはどうするのかという

ことだと思うんですけれど、基本的に私たち

の建築アーカイヴスでは、建築家の名前で最

初の塊を作ろうと思っています。ですから

アーカイヴスは何々コレクションというよう

なものの集合体だと思っております。それで

クロスレフ ァレンスすると全部横断的に調べ

られるようにするとかですね。データベース

上でやれるということです。建築家個人名の

下にくるのがプロジェクト名ですね。つまり

作品名です。個人名が上にきて作品名が次に

くる形で組織していきたいなぁというふうに

思っております。それからもう 一つ、建築学

会なんかで作られているアーカイヴスとの関

係ですけれども、それは先ほど冒頭に申し上

げたのですけれど、例えば京都工繊大で村野

藤吾さんの図面が全部あるとか、また伊東忠

太さんのが建築学会にあるとか、色々な所に

資料が保存されてあるわけで、何も一つのと

ころで全部なければならないわけではないで

す。建築資料の保存でも何の資料の保存でも

そうですが、なるべく受け手が沢山あった方

がいいというのが私の考え方で、どこかに残

ればいいと思うんですが、問題は保存機関な

んかがもうちょ っと連携を取らなければいけ

ないという事なんです。お互い何を持ってい

るか、どこに何があるのかという事が解るよ

うなシステムを作って、お互いで資料を貸借

して色んな事をするという、そういうアク

ティビィティーを作っていかなくてはいけな

いと思うんです。そういうふうにしていかな

いと建築学会は権威があ って、いい仕事を

やっているんですけれども、建築学会の図書
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館長などもやった経験から解るんですけど、

資料保存においてはスペースが少ないんです

ね。スペースが無いとなかなかアーカイヴィ

ングは難しいので、そういう事はスペースが

ある方がカバーするとかして、何かネット

ワークを作ってやっていかねばならない問題

だと思います。 3番目の問題のアーカイヴィ

ングというのは、実は二つ仕事があると思っ

てまして、 一つは歴史的史料として残してい

くという資料もあると思うんですけれど、ア

メリカなんかでのアーカイヴィングは非常に

発達していて、今の建築アーカイヴスでなく

ても、色んな会社なんかでも、ものすごく尼

大なアーカイヴスを残しているんです。それ

はどう言う事なのかというと、それはエビデ

ンスとして残している。何か事業をやってい

る時に、どっかでデシジョンを誤る場合があ

るわけです。失敗した場合その失敗の過程を

どうするか、それをトレースするわけです。

トレースして原因を突き止める。そのために

エビデンスを全部残すというのがアーカイ

ヴィングの基本なのです。システムがフェイ

ルする。そのフェイルした時に伺がフェイル

したのかという事を後でトレースする。その

トレーサビリティーですね。それを確保する

のがアーカイヴィングだという、そういう思

想がアメリカにはあるのですね。だから何で

も取っておく 。例えば今の建築審査の話で、

審査の過程で姉歯問題がありましたけれど

も、どこで審査を間違えたのか、どこでその

書類を替えたのか、そういう事を本当は全部

トレース出来るようなシステム、建築の確認

申請の資料を全部アーカイヴィングされる事

が必要だと思うのです。それはやっぱり建築

審査機関の義務だと思っているわけです。で

すから市町村の建築審査する部門もそうです

し、民間の審査機関もそうです。そういう所

が証拠として残すというふうなことを認識し

ていたら、姉歯問題は起きなかったろうと思

います。そういう意味では何でこんなにアメ

リカは残すのだろうと思ったのですが、 一つ
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は日本では今まで永年雇用だったでしょう。

だからあるセクションに長く勤めている人が

居れば全部情報は解るわけです。アメリカは

モビリティーの高い社会ですから昨日居た人

が明日居るとは限らない。だから情報は全部

記録しておく。そうするとその人が居なく

なっても記録を調べれば解るという事です。

ですので記録、アーカイヴィングがもの凄く

重視されたのではないかと思うのです。そう

いう意味で何でも確かに残すのですけれど

も、それはトレーサビリティー、復元性と

いった事だと思うのですけれども、私の考え

ている建築アーカイヴスの理念とはちょ っと

違うのです。しかしそういうアーカイヴスも

必要だと。それは自治体とか会社経営のアー

カイヴスも同様だと思うのです。そういうも

のがしっかりしていれば、薬害エイズの問題

でも、記録資料が個人のロ ッカーから持出し

てきてやっと解るよ うな事は無いわけだし、

この間の C型肝炎の問題でも、ファイルがど

こから出てくるのか解らないような事は、あ

り得ない話なのです。本当はあのセクション

で全部の関係資料が全部ファイリングされて

いて、そこの組織のアーカイヴスとして残って

いれば、そういう事にはならないという事ですね。

そういった考え方がやっぱり必要だ、と思います。

ロ会

ありがとうございました。他にご意見 ・ご

感想・ご質問をお願いします。

毛塚万理(全史料協関東部会)

記録管理を委託する会社にいます。たまた

ま配属が建築会社なので、非常に興味深く聞

かせていただきました。 4点ほど資料の扱い

というか、公開との関係で確認したいのです

が、まず 1点はプロジェク トは色んな事情で

中断になった資料があるかと思うのですが、

中には自治体とか会社との関係で公開が出来

ないようなものがあるかと思うのですが、そ

の扱いをどうするかという事を決まっていた

ら教えていただきたいという事が 1点。同様

にコ ンペで落ちたものですね。非常に精力を
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傾けて資料を作ったけれども仕事にならな

かったものなど。作品として非常に価値があ

るから残したいけ どやっぱり施主や相手先と

の関係でどうしょうかと迷うものの扱いです

ね。それからもう一つは実現したもので、よ

く建築は共同企業体でお仕事することがある

と思うのですが、それで建築士の先生と大企

業の会社とがやる場合の扱いですね。その公

開に関すること。 どういうふうな取り決め、

あるいはまだ検討されていなく ても、 これか

らどのように考えであるつもりなのか、その

辺りがお決ま りで したらご教授いただきたい

のが大きなグループの l点です。それか らも ( 

う一つはまだ出ていないかも知れませんが、

今CADでお仕事する方が増えていると思う

のですが、 トレーシングペーパーと手書きの

時代からCADで設計の具体的なものが出来

る推移が全部デジタルにな って しまってい

る。それについてどのように過程を残す事を

考えていけばいいのか、 最終型だけを打ち出

して残せばいいのか、その辺 りもお考えがあ

りましたらお聞かせ頂ければと思います。

報告者

私どもは今のと ころ始めたばかりで、その

ようなケースはあるだろうと重々予測はして

いるのですが、まだそういうケースに行き当

たった事がないものですから、明確なお答え

は出来ないと思うのですが、 言える ことは ( 

ケースパイケースで、その時その時の条件で

決めていくしかないので、なかなか一般則と

いうのは成立しないと思います。例えば有名

な建築家がやっている大きい設計事務所で、

その建築家の作品 として通っているんですけ

れども、または企画をしたんだけれども、 実

際のその多くの部分はチーフがやったという

ものがあります。そうい う事で図面は何処に

あるかというと、建築家の所にはなくて、そ

のチーフの人の所にある。技術的にはその先

生の名前で作品と しては通っているんだけれ

ど、実際90パーセント設計したものはチーフ

がしたものだから、つまり作品のデザイ ンの
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帰属権は何処にあるかというと、 一般的には

建築家の名前なんだけれど、担当的にはその

チーフのものなんですね。そういう事で探め

ている場合がありまして、その場合はその

方々とお話をして、ど こで話が落ち着くかと

いう事なんです。これはアーカイヴス側も入

れて、その時その時で合意を見つけてやって

いくしかないんじゃないかと思っているんで

す。コンペの問題でもそうです。建築家がい

いよと言えば持っ て これるのですが、例えば

私なんか時々コンペの審査員をやるわけなん

ですけど、 コンペの資料がいっぱい手元に残

る訳です。で、捨てられないですね。捨てら

れないか ら持っていて、ではこれを公開出来

るかというと、これはなかなか難しくてそう

はいかないという事です。もし公開しようと

すれば、個別に折衝して、どうしますかとい

う話をして、 1個 l個詰めていかなくてはい

けないと思います。正にケース・バイ・ケー

スですね。それからCADの問題ですが、今の

ところ私どものアーカイヴスはだいたいペー

パーになったものしか考えていないんです

が、 これか らは後の世代のことを考えま す

と、これはもう紙は無くなってきてますし、

紙にプリントアウ トするとも限らないので、

デジタルでデータを持ち歩き、デジタルでプ

レゼンテーションして、そこで決まってしま

う事もありますので、その資料保存というも

のはこれか らの課題だと思います。しかしど

こかでデジタ ルアーカイヴスという ものを

作っていかなくてはならないと思 うんです

ね。色々形態がどんどん変わってい くわけで

すから、どこで固定させるかという事です

ね。そう いったケースが起きてみないと解ら

ないですけども、確実に言えることは、デジ

タルアーカイヴスの時代にもうなったという

事は間違いないとい うことですね。

司会

ありがとうございました。他にございませ

んでしょうか。

石川雅明 (金沢市)

39 

全史料協会報 NO.81

初歩的なことですが、今の講演でデポジ ト

リーと使われていましたけれども、こちらの

報告書の方にはデポジットと使つであります

が、何かニュアンス的に異なって使つである

のでしょうか。

報告者

この場合はデポジトリーの方が正 しいと思

います。デポジトリーというのはものを保存

する機関とい うことです。ある一定の会員な

りメンバーを前提としています。そのメン

バーがデポジットする。デポジットというと

機関じゃなくて、デポジッ トすると いう行為

を指す訳です。我々が一番使うデポジ ットす

るというのは図書館でもアーカイヴスでもそ

うですが、 空間との戦いなのですね。空間が

一杯になってどうしようもないと、例えば私

がさっき申し上bデたレコードライブラリーも

そうですけど、 25万枚もありますが、その内

の6割位はダブリなんです。同じものを並べ

ていても意味がありません。それはスペース

の問題でもありますから、どっかに一時ス

ペースを作って保存しとかなくてはな らな

い。そういう事をデポジッ トライブラリーと

いうんですね。ですからデポジトリーとは

ちょっとニュアンスが違うと いう事ですね。

石川

ありがとうございました。もう一つ先生が

使われた用語で、アーカイヴィングされたと

きのツールのように聞こえたのですが、ヘ

ディングスとかサブジエク トとかの用語につ

いて教えて下さい。

報告者

基本的に見出し語なんです。ヘディングス

は見出しで、サブジェク トは主題ですけど

も、図面に名前を付けなければ検索しょうが

ありませんね。するとこれは平面図 とか、立

面図とか、断面図なのか、リビングルームな

のか、図面に表れている或いは写真に表れて

いる、そういう色んな性格がありますね。そ

れをどういうふうに名称を付けていけばいい

かという事です。そういう建築用語の体験が
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無いとなかなか難しいことになり、混乱する

事になります。

司会

最後にもうお 1人位質問いかがでしょう。

司会の方からですが、 JIA-KIT建築アーカイ

ヴスを設置されるという事で、これは大学内

で独立した組織として設置されるのか、どう

いうふうな組織体として設置されるのか。そ

れと今後の運営関係、資金ですね。教育に使

うから大学がずっとみましようという事なの

か。将来資料がどんどん増えてくると思うん

ですね。そうしましたら専門の職員の方と

か、色んな手も入れなければならなくなって

きますし、データベース化されたら、データ

の保全関係なども色々とかかってくると思う

のですが、そういう面はどういうふうに考え

ていらっしゃいますか。

報告者

今のところ大学の中に置いであるのですけ

れども、近い将来独立するというか、それと

は違った別組織で運営していこうと考えてお

ります。つまり研究所を作ろうと思っており

ます。そうすると研究機関になるわけです。

そこに集まった資料を用いて色々研究をする

と、研究機能を持つという事になります。そ

うなると大学においては、研究と教育とが表

裏一体ですから、それらの資料を用いて教育

と研究をやっていくという事です。その研究

の、例えばオープンリサーチセンターみたい

にして、学内だけではなく学外と協同して研

究していくと、そういうリサーチセンターを

作ろうと思っております。そうすると実はリ

サーチによって研究資金を獲得することも出

来るんですね。そういうもので運営をしたり

研究をしたりしていかないと、なかなかアク

ティヴィティがでてこないだろうと。ただ

持っているだけでなく、活用しなければいか

んという事もありますので。そうすれば外部

資金も導入出来るし、公の研究助成金なんか

もいただいて、それで活動していくというふ

うにした方がいいんじゃないかと思っており
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ます。大学としても予算に限界がありますか

ら、そういう事を考えていかなくてはいけない

と思っております。

司会

ありがとうごさ寺いました。

石川

今の関連でお願いしたいのですが、 JIA

KITの資料を見せていただく場合、例えば大

学の図書館に行く場合は一度県立図書館か市

立図書館で証明を受けてから行くことになっ

ていますが、そういう手続を踏まなければい

けない事になるのでしょうか。

報告者 ( 

それはまだちょっと考えてませんね。どう

いうふうに公開するという具体的な仕組は、

今のところまだ考えてません。あまりどつか

の機関を通さなければ利用できないという事に

はしたくないと思っているので、誰でも自由に

閲覧できる仕組みにしたいとは思っています。

石川

ありがとうございました。大学の図書館も

そうして欲しいと思います。

報告者

大学の図書館は縛りがあってなかなか難し

いところがありますね。御希望はよくわかり

ます。




